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Ⅰ．きほんの知識 
 

 
１．医療機関とは            

 
２．保健所の役割      

 
３．病院と診療所（医院、クリニック）          

 
４．医療計画と保健医療圏  

 
５．国民皆保険制度について 

 
６．まとめ       
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１．医療機関とは 

 

【ポイント】 

◆医療を提供する施設を便宜的に「医療機関」という 

◆医療機関には、医療提供施設として定義されているものとされていないものがある 

◆医療提供施設の多くは保険医療機関として公的保険で診療を行っている 

 

（１）医療法で定義された医療提供施設 

 ●医療法では、「病院」「診療所」「介護老人保健施設（老健）」「調剤薬局」の４つが、 

  医療提供施設として定義されている。 

 ●「病院」「診療所」「老健」には医師、「調剤薬局」には薬剤師が常駐する。 

  ・病院              ： 医師が常駐して診療      

  ・診療所（医院、クリニックも含む）： 医師が常駐して診療 

  ・介護老人保健施設（老健）    ： 医師が常駐して診療 

  ・調剤薬局 ： 薬剤師が常駐し、医師の処方箋に従って調剤 

 

〈Check！〉 

★「介護老人保健施設（老健）」と「介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）」の違い 

「老健」は基本的に、病院から在宅へ戻るための中間的な施設として、医療的なケアやリハビリを目的とする施設。 

「特別養護老人ホーム」は、寝たきりなどで常時介護が必要な人のための施設。 
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